
社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の

一部を改正する等の法律案に対する附帯決議

平成12年5月10日

衆議院厚生委員会

政府は、次の事項について適切に措置すべき

である。

一　　本法の施行に当たっては、これまでの措置制

度の功罪を十分に認識し、改革の理念である自

立支援を基本において、事業者と対等な関係に

立って利用者自らが福祉サービスを選択し決定

できるよう、利用者、社会福祉事業者等の関係

者への啓発と周知徹底を図ること。特に、福祉

サービス利用援助事業、苦情解決制度、情報の

提供及び公開等の利用者のサービス利用を支援

するための仕組みが効果的かつ適切に機能する

よう、社会福祉事業者への指導に努めること。

また市町村、都道府県が利用者に対する斡旋、

調整、利用の要請を適切に行えるよう、その環

境整備を図ること。

障害者福祉サービスにおける支援費支給方式

の導入に当たっては、障害者のサービス利用に

支障をきたさないよう、指定事業者に応諾義務

を課すなど必要な措置を講じるとともに、代理

受領による方式の運用状況をみた上で、バウチ

ャー方式を含め支給のあり方について検討を行

うこと。

利用者負担については、介護保険との関係を

整理した上で、応益負担を加味した制度への移

行も含め、その基本的在り方の検討を行うこと。

また当面、在宅福祉サービスを利用する二十歳

以上の障害者の自己負担の算定に際し、扶養義

務者を加えることの是非について検討すること。

さらに低所得者の負担については現行水準を上

回ることのないよう十分配慮すること。

四　　都道府県社会福祉協議会が実施する福祉サー

ビス利用援助事業については、権利擁護の充実

の観点から、NPOやボランティア団体などで

きる限り多様な主体と提携を図って柔軟な体制

で実施されるよう指導するともに、成年後見制

度との連携を図るよう努めること。

五　　都道府県社会福祉協議会に設置される運営適

正化委員会の業務が公正、中立に行われるよう、

苦情解決担当委員の選任に当たり、利用者の代

表を委員にするなど、利用者等の意見が反映で

きるようにすること。

六　　福祉サービスの質の向上を図るため、社会福

祉士、介護福祉士及び社会福祉主事について、

福祉をめぐる諸条件の変化に即応して、それぞ

れ福祉専門職として期待されている役割を果た

すことができるよう、適切な養成・確保に努め

るとともに、社会福祉施設職員について、勤労

条件等の改善、養成力の強化、滞在マンパワー

の就業の促進を図ること。

七　　サービスの質の向上のため、利用者の意見を

反映した客観的評価基準の策定に努めるととも

に、第三者機関や評価システムの構築に努める

こと。

八　　社会福祉法人に対する規制及び助成について

は、公益法人、住民参加型民間団体、民間企業

等他の事業主体との適切な競争が行われる条件
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の整備に十分配慮しつつ、社会環境の変化に応

じた弾力的運営を図っていくこと。

九　　小規模作業所の法定施設への移行に当たって

は、地域の実情を踏まえ、円滑に移行が行われ

るよう、運営の安定化に向けた財政的支援に十

分配慮すること。

十　　さまざまな需要に応える多様な民間のサービ

ス提供主体の参入が促進されるよう環境整備に

努めること。

十一　幅広い国民の社会福祉に関する活動への参加

を促進するため、NPOやボランティア活動等

の住民参加型福祉サービスが円滑に行われるよ

う基盤整備づくりを推進すること。

十二　地域福祉計画の策定に当たっては、各福祉分

野における個別計画との整合性に留意すること

とし、地域におけるサービス提供基盤の整備や

保健．医療・介護分野との連携システムを確立

するため、数値目標の設定も視野に入れ、全市

町村が速やかに策定できるよう、地方分権の趣

旨を踏まえつつ、財政的、技術的な支援を講じ

ること。

十三　地域福祉を推進するため、社会福祉協議会は、

地域住民の意向を的確に反映することができる

よう広く住民の参加を求め、組織の強化、運営

の適正化を図ることにより、その活動の一層の

充実に努めるとともに、他機関・団体との積極

的な連携により、必要に応じた福祉サービスの

利用が容易にできる地域環境づくりを進めてい

くこと。また、民生委員・児童委員については、

地域における住民の多様な要望に応えられるよ

う、市町村との連携を図りつつ、年齢構成等そ

の任命の在り方について配慮するとともに、委

員に対する研修の強化を図ること。

十四　福祉サービスの提供体制の確保等に関する国

及び地方公共団体の責務が明確化されたことを

踏まえ、利用者の多様な選択を可能にするよう、

障害者プランの確実な推進を図るとともに、必

要に応じてその見直しを行うなど、障害者福祉

サービスの一層の拡充に努めること。特に、遅

れの目立つ居宅生活支援事業、デイサービス事

業及び居宅介護支援事業等の在宅サービスの充

実を図ること。

十五　障害者の自立を促進するため、所得保障及び

雇用確保の在り方について速やかに検討を進め

ること。

十六　社会福祉基礎構造改革を踏まえた今後の社会

福祉の状況変化や規制緩和、地方分権の進展、

介護保険の施行状況等を踏まえつつ、介護保険

制度の施行五年後を目途とした同制度全般の見

直しの際に、介護保険サービスを行う社会福祉

事業や養護老人ホーム等今回法改正の対象とな

らなかった社会福祉事業の在り方、障害者に対

するサービスの在り方及び生活保護の在り方に

ついて、十分検討を行うこと。
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